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 本年上半期の県内刑法犯認知件数は1,771件で、前年と比べて286件減少しました。 
 包括罪種別(※)で見ると、大部分を占める窃盗犯が247件減少しており、窃盗犯の減少
が大きく影響しています。 
 この窃盗犯のうち、自転車の盗難被害や車上ねらい被害等の乗り物に関する手口、空き
巣等の住宅を対象とした侵入窃盗の手口は、鍵を掛けていない状態で被害にあっている場
合が多いため、確実な施錠を呼び掛けて、被害の防止を図っていく必要があります。 
 知能犯に分類される特殊詐欺については、認知件数は12件、被害額は約2,376万円と
なっていて、昨年同時期と比べ件数・被害額とも増加しています。 
 さらに、公的機関を名乗った架空請求ハガキの郵送やＥメールの送信のほか、資産や家
族構成を聞き出そうとする「アポ電」は絶えず発生していることから、家族間、地域間で
声を掛け合って、被害の防止を図っていくことが大切です。 
 また、時々の社会の出来事に便乗した新たな手口の特殊詐欺も相次いでいますので、
ニュースなどで新たな手口に関する情報を確認するとともに、不審な電話やメール等を受
けた場合は、すぐに警察等の相談窓口に連絡してください。 

※ 包括罪種とは、被害法益、犯罪態様等の観点から、類似性の強い罪種を包括した分類名称 
  ① 凶悪犯…殺人、強盗、放火、強制性交等  ② 粗暴犯…暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 
  ③ 窃盗犯…窃盗  ④ 知能犯…詐欺、横領、偽造、汚職、背任  ⑤ 風俗犯…賭博、わいせつ 
  ⑥ その他…上記以外の罪種（占有離脱物横領、住居侵入等） 

《窃盗犯の認知件数》 《特殊詐欺の認知件数》 
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2018年 3 97 1,545 87 12 313 2,057

2019年 7 99 1,298 90 14 263 1,771
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上半期の刑法犯認知件数（昨年同時期との比較） 

件数 被害額

オレオレ 1 約590万円

架空請求 10 約1760万円

融資保証金 1 約26万円

還付金等 0 0

金融商品等取引名目 0 0

ギャンブル必勝法情報提供 0 0

交際あっせん名目 0 0

その他 0 0

特殊詐欺の手口

振り込め詐欺

振り込め詐欺

以外の
特殊詐欺

2019年 2018年

171 175

615 835

512 535
自動車盗 2 2
オートバイ盗 40 12
自転車盗 470 521

1,298 1,545
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 □ 安全安心まちづくり会報 編集・発行者 

   高知県安全安心まちづくり推進会議事務局 
  
 高知県犯罪のない安全安心まちづくりのページ 

  http://www.pref.kochi.jp/soshiki/141601/anzenanshin-index.html   

□ 問い合わせ先 
   高知県文化生活スポーツ部 
            県民生活･男女共同参画課 

    〒780－8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 
    TEL 088-823-9319     FAX 088-823-9879 
    E-mail:141601@ken.pref.kochi.lg.jp 

 高知県安全安心まちづくり「みのり会」
は、６月１５日に高知市西部健康福祉セン
ターで、安全安心まちづくり啓発イベント
を行いました。イベントには、高知大学の
学生さんも参加し、吹奏楽演奏などを披露
して、訪れた住民の方々に安全安心まちづ
くりを呼び掛けました。 

 高知警察署と高知市立旭中学校は、７月
９日にイオン高知旭店で、自転車盗難被害
防止の啓発活動を行いました。啓発活動に
は、同校の野球部とサッカー部の生徒さん
が参加し、買い物に訪れた方々に啓発物を
手渡しながら、自転車への確実な鍵掛けを
呼び掛けました。 

 高知県警では、防犯カメラを設置しようとする自治組織、組合、団体、事業者、市町
村等に、設置費用の補助を行っています。補助の対象となるのは下の２種類です。 
 防犯カメラは、犯罪の抑止効果があることはもちろん、犯罪発生時には犯人の特定に
も役立つなど、安全で安心して暮らせるまちの実現に大きな役割を果たすものですので、
設置を検討されている方、事業に興味のある方はご相談ください。 

 

 

街頭防犯カメラ 

■街頭犯罪発生抑止 
 を目的 
■公共空間を 
 半分以上撮影 
■補助率 
 ２分の１以内 
 （上限22万５千円） 

子ども見守りカメラ 

■子どもの安全確保 
 を目的 
■公共空間を 
 全て撮影 
■補助率 
 ３分の２以内 
 （上限30万円） 

問い合わせ先  ➜  高知県警察本部生活安全企画課（☎  088-826-0110） 

※ 補助率の上限額は2019年度のものです。 
※  補助には要件があります。詳しくは、高知県警察本部ホームページに掲載の資料 
 をご確認ください。 
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子どもの  

安全見守る   

カメラマン！ 


